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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】厚みの異なるフロント板であっても、容易にフ
ロント板の表面を木口面材の表面に揃えることができる
錠箱取付構造を提供する。
【解決手段】扉木口９に矩形状の開口部２９となって開
口した収容空間に、錠箱１１を挿入して取り付ける錠箱
取付構造であって、木口面材２７の裏面２７ａに基端部
３１ａが固定されるとともに先端部３１ｂが収容空間の
開口部に突出し且つ錠箱のフロント板２３の厚みｔより
大きい距離Ｄで木口面材の表面から収容空間内方へ配置
されたステー３１と、先端部の表面に螺合される調整用
ネジ４３と、フロント板の表面から挿通され先端部に螺
合する固定ネジ２５とを設けた。また、錠箱取付構造は
、開口部の平行な一対の辺部のそれぞれにステーが固定
され、ステーのそれぞれに一対の調整用ネジが螺合され
、固定ネジが一対の調整用ネジの略中間位置に配置され
ていることが好ましい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉木口に矩形状の開口部となって開口した収容空間に、錠箱を挿入して取り付ける錠箱
取付構造であって、
　木口面材の裏面に基端部が固定されるとともに先端部が前記収容空間の開口部に突出し
且つ前記錠箱のフロント板の厚みより大きい距離で前記木口面材の表面から収容空間内方
へ配置されたステーと、
　前記先端部の表面に螺合される調整用ネジと、
　前記フロント板の表面から挿通され前記先端部に螺合する固定ネジと、
　を具備することを特徴とする錠箱取付構造。
【請求項２】
　請求項１記載の錠箱取付構造であって、
　前記開口部の平行な一対の辺部のそれぞれに前記ステーが固定され、
　該ステーのそれぞれに一対の前記調整用ネジが螺合され、
　前記固定ネジが該一対の調整用ネジの略中間位置に配置されることを特徴とする錠箱取
付構造。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の錠箱取付構造であって、
　前記調整用ネジが十字穴付き皿小ネジであることを特徴とする錠箱取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉木口に矩形状の開口部となって開口した収容空間に、錠箱を挿入して取り
付ける錠箱取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　扉には、ノブやレバーハンドルの回転操作力の入力によりラッチボルトを進退させたり
、シリンダ錠やサムターンの施解錠操作によりデッドボルトを進退させたりする錠機構を
備えた錠箱が内蔵される。錠箱は、最大面積を両側面とした扁平六面体で本体部が形成さ
れ、この本体部が、扉木口に矩形状の開口部となって開口した収容空間に挿入される。錠
箱本体部の正面には上下に延出する短冊板状のフロント板が一体的に設けられ、フロント
板は扉木口面に平行に取り付けられる。フロント板には上記ラッチボルトやデッドボルト
を進退させるための複数の矩形穴が形成される。フロント板は、上下延出部分が扉木口面
に平行となって例えばネジにて螺着される。したがって、フロント板は、閉扉時に扉木口
と扉縦枠の間に位置して隠れ、開扉時には扉木口と共に表出する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のように、フロント板は、開扉時に表出されるため、意匠的に配慮される必要があ
る。また、ラッチボルトやデッドボルトを進退させる枠部材ともなるため、所定の板厚に
形成されて剛性を有するものであることが好ましい。
　しかしながら、従来のフロント板は、扉木口に、厚み分突出して固定されるものもあり
、見栄えが悪いとともに、開扉時には手提げ袋やバックの紐類が引っ掛かることもあった
。これに対し、扉木口面に、フロント板の厚み分の段差部を凹設し、取り付けられたフロ
ント板が、扉木口面と同一平面となるように構成された錠箱取付構造もあるが、錠箱の種
類によってはフロント板の厚みが異なるため、現場毎に木口段差部の加工が必要となり、
施工性の悪い問題があった。
【０００４】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、厚みの異なるフロント板であっても、容易
にフロント板の表面を木口面材の表面に揃えることができる錠箱取付構造を提供し、もっ
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て、見栄えの向上、フロント板に対する引っ掛かり防止を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　次に、上記の課題を解決するための手段を、実施の形態に対応する図面を参照して説明
する。
　本発明の請求項１記載の錠箱取付構造は、扉木口９に矩形状の開口部２９となって開口
した収容空間に、錠箱１１を挿入して取り付ける錠箱取付構造であって、
　木口面材２７の裏面２７ａに基端部３１ａが固定されるとともに先端部３１ｂが前記収
容空間の開口部２９に突出し且つ前記錠箱１１のフロント板２３の厚みｔより大きい距離
Ｄで前記木口面材２７の表面２７ｂから収容空間内方へ配置されたステー３１と、
　前記先端部３１ｂの表面に螺合される調整用ネジ４３と、
　前記フロント板２３の表面２３ｃから挿通され前記先端部３１ｂに螺合する固定ネジ２
５と、
　を具備することを特徴とする。
【０００６】
　この錠箱取付構造では、ステー３１の先端部３１ｂの表面が、木口面材２７の表面２７
ｂより収容空間側へ後退して配置、すなわち凹んだ位置となり、ステー３１の先端部３１
ｂの表面に螺合した調整用ネジ４３の螺合長さを可変させることで、調整用ネジ４３の頭
部４３ａと木口面材２７の表面２７ｂとの間隔Ｄが任意に調整可能となる。したがって、
その間隔Ｄがフロント板２３の厚みｔとなるように調整用ネジ４３を螺合調整することで
、収容空間に挿入した錠箱１１のフロント板２３が、調整用ネジ４３の頭部４３ａにて支
持され、その表面であるフロント板２３の表面２３ｃが木口面材２７の表面２７ｂと同一
平面に位置合わせ可能となる。
【０００７】
　請求項２記載の錠箱取付構造は、請求項１記載の錠箱取付構造であって、
　前記開口部２９の平行な一対の辺部のそれぞれに前記ステー３１，３１が固定され、
　該ステー３１，３１のそれぞれに一対の前記調整用ネジ４３，４３が螺合され、
　前記固定ネジ２５，２５が該一対の調整用ネジ４３，４３の略中間位置に配置されるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　この錠箱取付構造では、合計４本の調整用ネジ４３，４３，４３，４３の全てを同距離
で螺合調整すれば、フロント板２３の支持面となる裏面４５が平行移動可能となり、種々
の厚みのフロント板２３が木口面材２７の表面２７ｂに面一に位置合わせ可能となる。ま
た、上下、或いは左右一対の調整用ネジ４３，４３を同時に同量螺合調整すれば、フロン
ト板２３の上下端の出入り寸法、或いは左右端の出入り寸法が調整可能となる。
【０００９】
　請求項３記載の錠箱取付構造は、請求項１又は請求項２記載の錠箱取付構造であって、
　前記調整用ネジが十字穴付き皿小ネジであることを特徴とする。
【００１０】
　この錠箱取付構造では、十字ドライバ工具の先端が差し入れられる調整用ネジ４３の頭
部表面が平坦面となり、フロント板２３の支持面となる裏面４５に対する支持が安定する
。また、その平坦面に十字ドライバの先端を差し入れることにより、木口面側からの容易
な調整が可能となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る請求項１記載の錠箱取付構造によれば、木口面材の裏面にステーの基端部
を固定するとともに、その先端部を、収容空間の開口部に突出し且つフロント板の厚みよ
り大きい距離で木口面材の表面から収容空間内方へ配置し、その表面に調整用ネジを螺合
し、さらにフロント板を固定ネジにて固定するので、厚みの異なるフロント板であっても
、調整用ネジの螺合位置を調整することで、容易にフロント板の表面を木口面材の表面に
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揃えることができる。この結果、見栄えを向上させ、フロント板の引っ掛かりを防止でき
る。
【００１２】
　請求項２記載の錠箱取付構造によれば、開口部の平行な一対の辺部のそれぞれにステー
を固定し、ステーのそれぞれの先端部に一対の調整用ネジを螺合し、固定ネジを、一対の
調整用ネジの略中間位置に螺合するので、合計４本の調整用ネジを適宜に調整して、木口
面材の表面に対し、確実にフロント板の表面を同一平面に位置合わせできる。
【００１３】
　請求項３記載の錠箱取付構造によれば、調整用ネジとして、十字穴付き皿小ネジを用い
たので、十字穴付き皿小ネジの平坦な頭部面でフロント板の裏面を支持でき、市販の安価
な十字穴付き皿小ネジを用い、フロント板を、簡便に且つ安定的に支持固定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る錠箱取付構造の好適な実施の形態を図面を参照して詳細に説明する
。
　図１は本発明に係る錠箱取付構造の設けられた扉の斜視図、図２は図１に示した錠箱取
付構造の拡大斜視図、図３は図２の縦断面図、図４は図３に示したフロント板下部取付部
分の分解斜視図である。
　建物の開口枠１には扉３が不図示のヒンジにて開閉自在に支持され、扉３は吊り元５の
反対側となる戸先７の扉木口９に錠箱１１を内蔵する。錠箱１１は、ノブ１３やレバーハ
ンドルの回転操作力の入力によりラッチボルト１５を進退させたり、不図示のシリンダ錠
やサムターンの施解錠操作によりデッドボルト１７を進退させたりする錠機構を内部に備
える。
【００１５】
　図２に示すように、錠箱１１は、最大面積部分を両側面１９，１９とした扁平六面体で
本体部２１が形成され、この本体部２１が、扉木口９に矩形状の開口部となって開口した
不図示の収容空間に挿入される。本体部２１の正面には上下に延出する短冊状のフロント
板２３が一体的に設けられ、フロント板２３は扉木口面に平行に取り付けられる。フロン
ト板２３には上記ラッチボルト１５やデッドボルト１５を進退させるための複数の矩形穴
が形成される。フロント板２３は、上下延出部分２３ａ，２３ｂが後述の固定ネジ２５，
２５にて扉木口９側に取り付けられる。
【００１６】
　本実施の形態において、扉３は、スチール製で、内部に上記の収容空間を含む中空部を
有する。この他、扉３は、木製で、収容空間のみが刳り抜かれるものであってもよい。本
実施の形態では、扉木口９が図３に示す木口面材２７となるスチール扉を形成する鉄板部
分に形成され、収容空間がこの木口面材２７に開口部２９となって開口する。錠箱１１は
、本体部２１が開口部２９より収容空間に挿入される。
【００１７】
　木口面材２７の裏面２７ａには開口部２９を挟んで上下に一対の金属製ステー３１，３
１が取り付けられる。ステー３１は、短冊状に形成され、長手方向一方の基端部３１ａに
取付用の複数、本実施の形態では３つの雌ネジ３３が設けられている。ステー３１は、木
口面材２７の表面、すなわち、木口９から挿入された取付ネジ３５が雌ネジ３３に螺合さ
れることで、木口面材２７の裏面２７ａに固定される。
【００１８】
　基端部３１ａが木口面材２７の裏面２７ａに固定されたステー３１は、先端部３１ｂが
開口部２９に突出される。ステー３１の基端部３１ａと先端部３１ｂの境には断面Ｚ字状
に曲げられた段差部３７が形成され、この段差部３７にて基端部３１ａと先端部３１ｂは
平行な異なる二平面上に配置される。すなわち、ステー３１は、基端部３１ａが木口面材
２７の裏面２７ａに固定された状態で、先端部３１ｂが、錠箱１１のフロント板２３の厚
みｔより大きい距離Ｄで、木口面材２７の表面（木口９）から収容空間内方側（図３の左
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側）へ後退して配置されるようになっている。
【００１９】
　先端部３１ｂの表面には図４に示す雌ネジ４１，４１が形成され、雌ネジ４１，４１に
は調整用ネジ４３，４３が螺合される。調整用ネジ４３，４３は、頭部４３ａ，４３ａに
てフロント板２３の裏面４５を支持する。この調整用ネジ４３，４３には、十字穴付き皿
小ネジを好適に用いることができる。十字穴付き皿小ネジを用いることで、十字ドライバ
工具の先端が差し入れられる頭部４３ａの表面が平坦面となり、フロント板２３の支持面
となる裏面４５に対する支持が安定する。また、その平坦面に十字ドライバの先端を差し
入れることにより、木口９面側からの容易な調整が可能となる。このように、市販の安価
な十字穴付き皿小ネジを用い、フロント板２３を、簡便に且つ安定的に支持固定できるよ
うになされている。
【００２０】
　フロント板２３の上下には図４に示す固定穴４７，４７が穿設され、固定穴４７，４７
には上記の固定ネジ２５，２５が挿通される。フロント板２３の表面２３ｃから固定穴４
７に挿通された固定ネジ２５は、先端部３１ｂの固定用雌ネジ４９に螺合される。なお、
固定用雌ネジ４９は、予め先端部３１ｂに形成されていてもよく（図４の破線参照）、ま
た、部品出荷時には図２に示すように形成せず、現場にて形成されてもよい。
【００２１】
　また、本実施の形態では、開口部２９の平行な一対の辺部である上下の水平短辺部のそ
れぞれにステー３１，３１が固定される。そして、ステー３１のそれぞれには一対の調整
用ネジ４３，４３が螺合され、固定ネジ２５，２５がこの一対の調整用ネジ４３，４３の
略中間位置に配置されている。したがって、合計４本の調整用ネジ４３，４３，４３，４
３の全てを同距離で螺合調整すれば、フロント板２３の支持面となる裏面４５が平行移動
可能となり、種々の厚みのフロント板２３が木口面材２７の表面２７ｂ（図３参照）に面
一に位置合わせ可能となる。また、上下、或いは左右一対の調整用ネジ４３，４３を同時
に同量螺合調整すれば、フロント板２３の上下端の出入り寸法、或いは左右端の出入り寸
法が調整可能となる。
【００２２】
　上記のように構成された錠箱取付構造では、ステー３１の先端部３１ｂの表面が、木口
面材２７の表面２７ｂより収容空間側へ後退して、すなわち凹んで配置され、ステー３１
の先端部３１ｂに螺合した調整用ネジ４３の螺合長さを可変させることで、調整用ネジ４
３の頭部４３ａと木口面材２７の表面２７ｂとの間隔Ｄが任意に調整可能となる。したが
って、その間隔Ｄがフロント板２３の厚みｔとなるように調整用ネジ４３を螺合調整する
ことで、収容空間に挿入した錠箱１１のフロント板２３が、調整用ネジ４３の頭部４３ａ
にて支持され、そのフロント板２３の表面２３ｃが木口面材２７の表面２７ａと同一平面
に位置合わせ可能となる。
【００２３】
　また、開口部２９の平行な一対の辺部のそれぞれにステー３１，３１を固定し、ステー
３１のそれぞれの先端部３１ｂに一対の調整用ネジ４３，４３を螺合し、固定ネジ２５，
２５を、一対の調整用ネジ４３，４３の略中間位置に螺合するので、合計４本の調整用ネ
ジ４３，４３を適宜に調整して、木口面材２７の表面２７ｂに対し、フロント板２３の表
面２３ｃを確実に同一平面で位置合わせできる。
【００２４】
　したがって、上記構成の錠箱取付構造によれば、木口面材２７の裏面２７ａにステー３
１の基端部３１ａを固定するとともに、その先端部３１ｂを、収容空間の開口部２９に突
出し且つフロント板２３の厚みｔより大きい距離Ｄで木口面材２７の表面２７ｂから収容
空間内方へ配置し、その表面に調整用ネジ４３，４３を螺合し、さらにフロント板２３を
固定ネジ２５，２５にて固定するので、厚みｔの異なるフロント板２３であっても、調整
用ネジ２５の螺合位置を調整することで、容易にフロント板２３の表面２３ｃを木口面材
２７の表面２７ｂに揃えることができる。この結果、見栄えを向上させ、フロント板２３
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に対する紐等の引っ掛かりを防止することができる。
【００２５】
　次に、本発明に係る錠箱取付構造の他の実施の形態、変形例を説明する。なお、以下の
各実施の形態、変形例において、図１～図４に示した部材と同一の部材には同一の符号を
付し重複する説明は省略するものとする。
　図５はステーが溶接固定された第２の実施の形態に係る錠箱取付構造の縦断面図である
。
　この実施の形態による錠箱取付構造は、ステー３１Ａの基端部３１Ａａに、雌ネジ３３
が形成されていない。すなわち、基端部３１Ａａは、取付ネジ３５を使用せず、溶接等に
よって木口面材２７の裏面２７ａに固定されるようになっている。他の構成は、上記した
実施の形態と同様である。
　この錠箱取付構造によれば、扉木口９に表出するネジ類が、固定ネジ２５，２５のみと
なり、見栄えを良くすることができる。
【００２６】
　図６は化粧板を有する第３の実施の形態に係る錠箱取付構造の縦断面図、図７は図６に
示したフロント板上部取付部分の分解斜視図である。
　この実施の形態による錠箱取付構造は、ステー３１Ｂが溶接等にて木口面材２７の裏面
２７ａに固定され、且つ段差部３７Ａが図５に示したステー３１Ａの段差部３７よりも大
きな段差で形成されている。この実施の形態による錠箱１１Ａのフロント板２３Ａは、背
面から押圧形成され例えばプレス加工等にて突出させた凸部５３を有する。フロント板２
３Ａは、凸部５３を形成し、剛性が高められた分、厚さを薄く形成している。そしてこの
フロント板２３Ａの表面２３Ａｃには化粧板５１が取り付けられる。
【００２７】
　ステー３１Ｂは、段差部３７Ａが形成されることにより、基端部３１Ｂａが木口面材２
７の裏面２７ａに固定された状態で、先端部３１Ｂｂが、フロント板２３Ａ及び化粧板５
１の合計の厚みｔＡより大きい距離ＤＡで、木口面材２７の表面、すなわち扉３の木口９
から収容空間内方側（図６の左側）へ後退して配置されている。
【００２８】
　フロント板２３Ａは、固定穴４７に挿通された固定ネジ２５が、先端部３１Ｂｂの固定
用雌ネジ４９に螺合して固定される。化粧板５１は、取付穴５５に挿通されたネジ５７が
、フロント板２３Ａに形成した固定用雌ネジ５９に螺合し、固定ネジ２５を覆って固定さ
れる。固定された化粧板５１は、フロント板２３Ａの表面２３Ａｃを覆う。つまり、フロ
ント板２３Ａの表面２３Ａｃに代えて、化粧板５１の表面５１ａが扉木口９に表出するよ
うになっている。
　この錠箱取付構造によれば、第２の実施の形態に係る錠箱取付構造と同様に、扉木口９
に表出するネジ類が、ネジ５７，５７のみとなり、見栄えを良くすることができるのに加
え、化粧板５１の交換を容易とすることができる。
【００２９】
　図８はフロント板に折り曲げ片の形成された変形例に係る錠箱取付構造の要部分解斜視
図である。
　この実施の形態による錠箱取付構造は、フロント板２３Ｂの両側の縁部が、扉木口９側
に向かって折り曲げられた折曲片６１，６１として形成されている。折曲片６１，６１は
、扉３の開口部２９とステー３１との間隙に挿入される。なお、本実施の形態では、フロ
ント板２３Ｂに折曲片６１，６１を形成したが、同様の折曲片６１，６１を、図７に示し
た化粧板５１に形成してもよい。
　この錠箱取付構造によれば、フロント板２３Ｂの両側の切断端が見えなくなるとともに
、開口部２９とステー３１との間隙も覆うことができ、見栄えを良くすることができる。
また、フロント板２３Ｂや化粧板５１の剛性を高めることができ、その分、安価な薄厚材
料が使用可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
【図１】本発明に係る錠箱取付構造の設けられた扉の斜視図である。
【図２】図１に示した錠箱取付構造の拡大斜視図である。
【図３】図２の縦断面図である。
【図４】図３に示したフロント板下部取付部分の分解斜視図である。
【図５】ステーが溶接固定された第２の実施の形態に係る錠箱取付構造の縦断面図である
。
【図６】化粧板を有する第３の実施の形態に係る錠箱取付構造の縦断面図である。
【図７】図６に示したフロント板上部取付部分の分解斜視図である。
【図８】フロント板に折り曲げ片の形成された変形例に係る錠箱取付構造の要部分解斜視
図である。
【符号の説明】
【００３１】
　９…木口
　１１…錠箱
　２３…フロント板
　２３ｃ…表面
　２５…固定ネジ
　２７…木口面材
　２７ａ…裏面
　２７ｂ…表面
　２９…開口部
　３１…ステー
　３１ａ…基端部
　３１ｂ…先端部
　４３…調整用ネジ
　Ｄ…間隔（距離）
　ｔ…厚み
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